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飛騨市の給与・定員管理等について 

 

１ 総括 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

区分 
住民基本台帳人口 

（H21 年度末） 

歳出額  

A 
実質収支

人件費 

B 

人件費率 

B/A 

(参考) 

H20年度の人件費率

  人 千円 千円 千円  ％  ％

21 年度 27,715 19,037,530 624,691 2,644,342 13.9 14.0 

（注）住民基本台帳人口は、H21 年度末（H22.3.31 現在）の人口となります。 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

職員数 給与費 一人当たり (参考)類似団体平均
区分 

Ａ 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ 給与費 B/A 一人当たり給与費 

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
21 年度 

352 1,185,845 198,114 438,359 1,822,318 5,177 5,855

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

   ２ 職員数は、平成 21 年 4月 1日現在の人数です。 

 

（３）特記事項  

  平成 16 年 2 月 1日に旧４町村（古川町、河合村、宮川村、神岡町）が合併して飛騨市となる。 

 

（４）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

 

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100 とした場合の地方公務員の給与水準を指す

指数です。 

   ２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均した

ものです。 
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２ 一般行政職給料表の状況（平成 22 年 4 月 1日現在） 

 

（単位：円） 

  1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 

1 号給の 

給料月額 
135,600 185,800 222,900 261,900 289,200 320,600 

最高号給の 

給料月額 
243,700 309,400 356,600 390,500 403,000 425,100 

 

 

３ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 （平成 22 年 4 月 1日現在）  

 ①一般行政職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国ベース） 

  歳 円 円  円

飛騨市 41.3 303,400 342,900 333,840

岐阜県 42.4 316,117 378,599 358,830

国 41.9 325,579 ― 395,666

類似団体 43.3 327,906 374,248 352,886
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 ②技能労務職 

公務員 民間 参考

区分 
平均 

年齢 
職員数 平均給料月額

平均給与月額

（A） 

平均給与月額

（国ベース）

対応する民間 

の類似職種 

平均 

年齢 

平均給与月額

（B） 
A/B 

   歳  円  円  円 円  円  円 ％

 飛騨市 48.0  28 260,600 285,600 277,500 ― ― ― ― 

清掃職員 48.2  10 280,000 329,800 301,100
廃棄物処理業

従業員 
44.6 294,000 112.2 

学校給食員 48.0  9 225,600 228,800 228,300 調理師 43.9 258,300 88.6 

用務員 45.8  5 257,200 274,500 274,600 用務員 53.8 213,600 128.5 

 

その他 50.4  4 294,900 317,000 316,500 ― ― ― 

 岐阜県 50.0  236 301,198 338,568 328,421 ― ― ― 

 国 49.3  3,955 284,514 ― 322,291 ― ― ― 

 類似団体 48.8  29 299,737 320,499 310,712 ― ― ― 

 

参考 

年収ベース（試算値）の比較 区分 

公務員 

（C) 

民間 

（D) 
C/D 

  円  円 ％

飛騨市 ― ― ― 

うち清掃職員 5,179,700 4,085,100 126.8

うち学校給食員 3,632,304 3,523,000 103.1 

うち用務員 4,364,720 3,008,200 145.1

 うちその他 5,018,700 ― ― 

 

※民間データは、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査（賃金センサス）」において公表されている

データを使用しています。（平成 19 年～平成 21 年の 3ヶ年平均） 

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致

しているものではありません。 

※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を 12 倍したものに、公

務員においては前年度に支給された期末･勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加え

た試算値です。 

 

(注)１ 「平均給料月額」とは、平成 22 年 4 月 1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 

(注)２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手

当などのすべての諸手当の額を合計したもので、地方公務員給与実態調査において明らかにされてい

るものです。 

    また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には通勤手当、時間外勤務手当、

特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算して

います。 
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（２）職員の初任給の状況（平成 22 年 4 月 1日現在） 

区分 飛騨市 岐阜県 国 

    円 円 円

大学卒 172,200 168,072 172,200
一般行政職 

高校卒 140,100 135,830 140,100

高校卒 137,200 135,830 ― 
技能労務職 

中学卒 125,400 125,114 ― 

 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 22 年 4 月 1日現在） 

区分 
経験年数 

10 年以上～15 年未満 

経験年数 

15 年以上～20 年未満 

経験年数 

20 年以上～25 年未満 

    円 円 円

大学卒 258,000 289,400 365,500
一般行政職 

高校卒 215,200 267,600 297,600

高校卒 221,400 228,200 273,400
技能労務職 

中学卒 ― ― 227,300

 

 

４ 一般行政職の級別職員数等の状況 

（１）一般行政職の級別職員数の状況（平成 22 年 4 月 1日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

    人 ％

6級 部長級の職務 16 8.1 

5 級 課長級の職務 29 14.6 

4 級 課長補佐級の職務 25 12.6 

3 級 係長・主査級の職務 89 45.0 

2 級 主任級の職務 23 11.6 

1 級 主事級の職務 16 8.1 

  計 198 100.0 

（注）１ 飛騨市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
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（注）平成 18 年に 8 級制から 6 級制に変更しています。（旧給料表の 1 級及び 2 級並びに 4 級及び 5 級をそ

れぞれ統合） 

 

（２）昇給への勤務成績の反映状況 

現在、人事評価制度の試行中のため、勤務成績の反映は行っておりません。 

 

 

５ 職員の手当の状況（公営企業職員を除く） 

（１）期末手当・勤勉手当 

飛騨市 岐阜県 国 

１人当たり平均支給額（21 年度） １人当たり平均支給額（21 年度） 

1,262 千円 1,637 千円 
― 

（21 年度支給割合） （21 年度支給割合） （21 年度支給割合） 

  期末手当   勤勉手当   期末手当   勤勉手当   期末手当   勤勉手当 

   2.75 月分    1.40 月分    2.75 月分    1.40 月分    2.75 月分    1.40 月分 

 ( 1.50 )月分 ( 0.70)月分  ( 1.50 )月分 ( 0.70)月分  ( 1.50 )月分 ( 0.70)月分 

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算

措置 

職制上の段階、職務の級等による加算

措置 

職制上の段階、職務の級等による加算

措置 

  ・役職加算   5%～15%   ・役職加算   5%～20%   ・役職加算   5%～20% 

  ・管理職加算  8%～10%   ・管理職加算  15%、25%   ・管理職加算  10%～25% 

（注） (    )内は、再任用職員に係る支給割合となります。 
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（２）退職手当（平成 22 年 4 月 1日現在） 

飛騨市 国 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分 勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分 

勤続 25 年 33.50 月分 41.34 月分 勤続 25 年 33.50 月分 41.34 月分 

勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分 勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分 

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 

その他の加算措置 2％～20％加算 その他の加算措置 2％～20％加算 

（1人当たり平均支給額）       

  2,426 千円 21,505 千円 ― 

（注） 退職手当の一人当たり平均支給額は、平成 21 年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

（３）地域手当（平成 22 年 4 月 1日現在） 

支給実績（21 年度決算） 42 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算） 42,480 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

飛騨市 ０% ― ０% 

岐阜市 ３% １人 ３% 

 

（４）特殊勤務手当（平成 22 年 4 月 1日現在） 

支給実績（21 年度決算） 19,727 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（21 年度決算） 234,841 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（21 年度） 21.5%

手当の種類（手当数） ５種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

医師手当 病院等に勤務する医師 
医師の検診検査その他保健

指導業務 
月額 300,000 円（診療所長） 

獣医師手当 市役所に勤務する職員 

獣医師の免許を有し家畜の

診察、検診その他畜産の管理

指導業務 

月額 50,000 円 

人工授精取扱手当 市役所に勤務する職員 家畜の人工授精業務 月額 8,000 円 

緊急出動 

 １回 600 円（救急救命士） 

 １回 300 円（上記以外） 出動手当 消防署に勤務する職員   消防･救急業務 

その他の出動 

 １回 300 円 

廃棄物処理手当 し尿処理施設等勤務職員 
し尿又はじん芥の収集又は

処理業務 
月額 10,000 円 

 

（５）時間外勤務手当 

支給実績（21 年度決算） 37,861 千円

職員１人当たり平均支給年額（21 年度決算） 97 千円

支給実績（20 年度決算） 39,618 千円

職員１人当たり平均支給年額（20 年度決算） 101 千円

（注） 選挙の時間外勤務手当も含まれます。 
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（６）その他の手当（平成 22 年 4 月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

国
の
制
度 

と
の
異
同 

国
の
制
度
と 

異
な
る
内
容 

支給実績 

（21 年度決算） 

支給職員 

１人当たり 

平均支給年額

（21 年度決算）

同 ― 48,838 千円 250,451 円

扶養手当 

配偶者：月額 13,000 円 

配偶者以外： 

 ・１人につき 月額 6,500 円 

 ・特定扶養加算（16～22 歳）月額 5,000 円 

 

   

同 ― 12,211 千円 190,789 円

住居手当 

借家・借間又は自宅に居住する職員。 

借家・借間：最高 27,000 円（月額 12,000 円を超え

る家賃を支払っている職員） 

自宅：2,500 円（新築購入から 5年間に限る） 

   ※H21.12 月に国に準じて廃止 

 

   

同 ― 25,797 千円 86,276 円

通勤手当 

通勤距離が片道 2 ㎞以上である職員に距離に応じ

て支給。 

・交通機関利用者：55,000 円以内 

・自動車等交通用具利用者：24,500 円以内 

 

   

同 ― 25,461 千円 462,916 円

管理職手当 

・部長職：51,900 円 

・課長職（診療所）：41,100 円 

・課長職：31,700 円 

 ※定額化の経過措置により差額の支給有 

 

   

同 ― 174 千円 174,000 円

単身赴任 

手当 

公署を異にする異動等に伴う転居のため配偶者と

別居し、単身で生活することを常況とする職員。 

・23,000円+加算額（距離に応じて6,000円～45,000

円） 

 

   

同 ― 9,862 千円 4,930,800 円

初任給調整 

手当 

医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、か

つ、採用による欠員が困難であると認められる職

員。（民間賃金との較差を考慮して支給される） 

・採用から一定期間支給 月額 55,000～410,900 円

 

   

同 ― 24,954 千円 64,983 円

寒冷地手当 

基準日（11 月～3月までの各月の初日）に支給地域

に在勤する職員。 

飛騨市（地域区分：4級地）の場合 

・扶養親族のある職員：月額 17,800 円 

・その他の世帯主である職員：月額 10,200 円 

・その他の職員：月額 7,360 円 

 

   

同 ― 6,040 千円 83,876 円
夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間として午後 10 時から翌日の午前 5

時までの間に勤務する事を命ぜられた職員。 

・勤務 1時間当たりの単価×25％ 

 
   

同 ― 4,017 千円 18,176 円
宿日直手当 

宿日直を命ぜられた職員に支給。 

・普通宿日直勤務：1回 4,200 円 

    

（注）支給実績及び平均支給年額は、病院会計、上水会計を除いた額になります。 
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６ 特別職の報酬等の状況（平成 22 年 4 月 1日現在） 

区     分 給料月額等 

  （参考）類似団体における最高／最低額 

市長 705,500 円 1,010,000 円 / 455,000 円 

  (830,000 円)   

副市長 612,000 円  800,000 円 / 347,500 円 

給料 

  (680,000 円)   

議長 370,000 円  495,000 円 / 274,000 円 

副議長 300,000 円  440,000 円 / 234,000 円 報酬 

議員 270,000 円  400,000 円 / 220,000 円 

市長 （21 年度支給割合） 

副市長    4.10 月分 

議長 （21 年度支給割合） 

副議長    4.10 月分 

期末手当 

議員   

  （算定方式）            （支給時期） 

市長  在職期間１年につき 給料月額×100 分の 500  任期毎 退職手当 

副市長  在職期間１年につき 給料月額×100 分の 300  任期毎 

（注） 給料及び報酬の（ ）内は、減額措置を行う前の金額である。 

 

 

７ 職員数の状況 

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由 

職員数 対前年  

 

区分 

部門 平成21年 平成22年 増減数 
主な増減理由 

議会 3 3 0   

総務 65 61 -4 組織・機構改革による減、業務の見直し 

税務 15 15 0   

労働  0   

農林水産 21 22 1 組織・機構改革による増 

商工 14 13 -1 業務の見直し 

土木 27 24 -3 業務の見直し 

民生 66 67 1 職員の充実 

衛生 26 21 -5 職員区分定義の見直し 

一
般
行
政
部
門 

 

小計 237 226 -11   

教育 41 42 1 職員の充実 

警 察  0   

消 防 75 77 2 退職者の補充 

特
別
行
政
部
門 小計 116 119 3   

病院 90 87 -3 欠員の不補充、業務の見直し 

水道 7 7 0   

交通  0   

下水道 9 13 4 職員区分定義の見直し 

その他 18 18 0   

公
営
企
業
等 

小計 124 125 1   

 合計 477 470 -7   

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数（教育長１名を含む）です。
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（２）年齢別職員構成の状況（平成 22 年 4 月 1日現在） 

 
 

20 歳 20 歳 24 歳 28 歳 32 歳 36 歳 40 歳 44 歳 48 歳 52 歳 56 歳 60 歳  

  ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～  
 計

  

区分 

  未満 23 歳 27 歳 31 歳 35 歳 39 歳 43 歳 47 歳 51 歳 55 歳 59 歳 以上   

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人  

職員数 4 21 29 47 69 61 54 46 58 49 30 1 469

 

（３）職員数の推移 

（単位：人・％） 

年度 17 年 18 年 19 年 20 年 21 年 22 年 
過去５年間 

の増減数(率) 

一般行政 285 272 250 238 237 226 -59 （-20.7％）

教育 36 36 39 41 41 42 6 （16.7％）

消防 74 75 75 77 75 77 3 （4.1％）

普通会計計 395 383 364 356 353 345 -50 （-12.7％）

公営企業等会計計 146 146 141 138 124 125 -21 （-14.4％）

総合計 541 529 505 494 477 470 -53 （-13.1％）

（注）１ 職員数は教育長１名を含みます。 

２ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。 
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８ 公営企業職員の状況 

（１）水道事業 

①職員給与費の状況（決算） 

区分 総費用 純損益又は実質収支 職員給与費 総費用に占める職員 

給与費比率 

 Ａ Ｂ Ｂ/Ａ 

  千円 千円 千円 ％ 

21 年度 216,408 78,836 24,281 8.9 

 

職員数 給与費 一人当たり 
区分 

Ａ 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ 給与費 B/A 

人 千円 千円 千円 千円 千円 
21 年度 

5 16,792 1,506 5,983 24,281 4,856 

注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

  ２ 職員数は平成 22 年 3 月 31 日現在の人数である。 

 

②職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成 22 年 4 月 1日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

飛騨市 37.8 歳 285,973 円  404,698 円

団体平均 45.6 歳 366,719 円  546,495 円

注）平均月収には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 

③職員の手当の状況 

 ア 期末手当・勤勉手当 
飛騨市（水道事業） 飛騨市（一般行政職） 

１人当たり平均支給額（21 年度） １人当たり平均支給額（21 年度） 

1,197 千円 1,384 千円 

（21 年度支給割合） （21 年度支給割合） 

  期末手当   勤勉手当   期末手当   勤勉手当 

   2.75 月分    1.40 月分    2.75 月分    1.40 月分 

 ( 1.5)月分 ( 0.75 )月分  ( 1.5 )月分 ( 0.75 )月分 

（加算措置の状況） （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

  ・役職加算   5%～15%   ・役職加算   5%～15% 

  ・管理職加算  8%～10%   ・管理職加算  8%～10% 

（注） (    )内は、再任用職員に係る支給割合となります。 

 

 イ 退職手当 
飛騨市（水道事業） 飛騨市（一般行政職） 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分 勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分 

勤続 25 年 33.50 月分 41.34 月分 勤続 25 年 33.50 月分 41.34 月分 

勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分 勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分 

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 

その他の加算措置 2％～20％加算 その他の加算措置 2％～20％加算 

（1人当たり平均支給額） （1人当たり平均支給額） 

  ― ―   2,426 千円 27,549 千円 
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 ウ 地域手当（平成 22 年 4 月 1日現在） 

該当なし 

 

 エ 特殊勤務手当（平成 22 年 4 月 1日現在） 

該当なし 

 

 オ 時間外勤務手当 

支給実績（21 年度決算） 202 千円

職員１人当たり平均支給年額（20 年度決算） 24 千円

 

 カ その他の手当（平成 22 年 4 月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

国
の
制
度 

と
の
異
同 

国
の
制
度
と

異
な
る
内
容

支給実績 

（21 年度決算） 

支給職員 

１人当たり 

平均支給年額

（21 年度決算）

同 ― 366 千円 73,200 円

扶養手当 

配偶者：月額 13,000 円 

配偶者以外： 

 ・１人につき 月額 6,500 円 

 ・特定扶養加算（16～22 歳）月額 5,000 円 

 

   

同 ― ―千円 ―円

住居手当 

借家・借間又は自宅に居住する職員。 

借家・借間：最高 27,000 円（月額 12,000 円を超え

る家賃を支払っている職員） 

自宅：2,500 円（新築購入から 5年間に限る） 

 

   

同 ― 376 千円 75,120 円

通勤手当 

通勤距離が片道 2 ㎞以上である職員に距離に応じ

て支給。 

 ・交通機関利用者：55,000 円以内 

 ・自動車等交通用具利用者：24,500 円以内 

 

   

同 ― 303 千円 60,520 円

寒冷地手当 

基準日（11 月～3月までの各月の初日）に支給地域

に在勤する職員。 

飛騨市（地域区分：4級地）の場合 

 ・扶養親族のある職員：月額 17,800 円 

 ・その他の世帯主である職員：月額 10,200 円 

 ・その他の職員：月額 7,360 円 

 

   

 


